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捏造氾濫図が明らかになるまで 

http://blogs.yahoo.co.jp/spmpy497/7596419.html 

文責： 梶原 健嗣 
 
 ２０１２年１０月１９日、東京新聞の１面トッ

プで、カスリン台風（１９４７．９．１３～１５）

の氾濫区域図が捏造されたものだという

報道がありました。カスリン台風は利根川

の既往最大洪水であり、利根川治水計画

において重要な考慮が払われなければな

らない洪水です。 
 

２０１２年１０月１９日、東京新聞  

 
 この氾濫図は、計算流量の信頼性に関

わる重要な資料でありながら、標高確認・

現地調査さえしないという杜撰な方法で、

戦後直後の「不正確な資料」を再現したも

のであり、その結果、『洪水、山に登る』と

いう重大明白な誤りをおかしたものでし

た。 

 この「捏造」氾濫図が１０／４の利根川・

江戸川有識者会議に出されるわけですが、

この捏造氾濫図はこの時初めて示された

資料ではなく、初お目見えは昨年（２０１

１）の６月８日、日本学術会議の河川流出

モデル・基本高水評価検討等分科会にお

いてでした。 
 

 

http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/bunya/
doboku/takamizu/pdf/haifusiryoukoukai1.pdf 
 
 この学術会議の分科会の議論に、国（関

東地整）が「利根川氾濫図」を示した経緯

ですが、その前に、なぜこの分科会が設

置されたか、その経緯をお話します。 

 話の発端は、馬淵大臣（当時）が利根川

の基本高水の算定過程に疑義をもち、そ

のことを記者会見で明らかにしたからです。

２０１０年の１１月５日でした。 

 基本高水流量というのは、治水計画に

おける想定洪水であり、利根川では２００

年に１回の規模の洪水に耐える治水計画

を作る（治水安全度１／２００という）ことを

目指し、その流量規模を２２，０００㎥／秒

（八斗島地点、群馬県伊勢崎市、河口１８

２ｋｍ）としました。 
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http://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/tonedamu00102.html
利根川ダム統合管理事務所ホームページ

利根川八斗島付近
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 この目標規模・流量が設定されたのは１

９８０（Ｓ５５）年からで、その時は旧河川法

の時代ですので、法律的には、工事実施

基本計画（旧法１６条）として制定されまし

た。 

 治水計画の目標規模・流量は、現在も１

９８０年と同じ、治水安全度１／２００、２２，

０００㎥／秒が維持されています。現在は、

新河川法で規定された河川整備基本方

針というもので、計画が位置づけられてい

ますが、新法においては、長期的なマスタ

ープランとして河川整備基本方針を、今

後２０～３０年の具体的な治水計画として、

河川整備計画を立案することになってい

ます。 

 利根川水系では、河川整備基本方針は

既に制定されていますが（２００６．２．１４）、

２００６（Ｈ１８）年１１月より始まった河川整

備計画の立案作業は、途中、２００８年５月

より突如中座しました。 
 新法では、河川整備基本方針と河川整

備計画の双方を立案・策定してはじめて、

個別のダム計画・河川改修計画が法的に

位置づけられます。そこで、工事を連続的

に進めるために、河川整備基本方針と河

川整備計画が制定されるまでは、従前の

「工事実施基本計画」をみなし運用し、個

別事業の法的位置づけを確保するという

条項が設けられています（改正法附則）。 
  
 利根川水系では、河川整備計画が策定

されていませんので、この「みなし規定」が

適用され、従前の工事実施基本計画はい

まもなお、”生きた計画”なのです。１９８０

（Ｓ５５）年という３０年前の治水計画の資料

不備に、馬淵大臣（当時）が拘ったのは、

それがみなし規定を通じて”生きた計画”と
して位置づけられていたからです。 

 その中で、大臣がこだわったのは、基本

高水という想定洪水を算出するにあたって、

計算式（貯留関数法という流出解析）に用

いた数値が省内資料として存在しないこと

でした。それは、第三者による追検証がで

きないということであり、追検証できない数

値が治水計画の根幹となっていることを問

題視したのでした。だから、大臣は「これ

は利根川の基本高水の信頼性そのものに

かかわることだ」と重視し、国交省に再検

証を命じ、その再検証の第三者検証を日

本学術会議が担うことになったのです。 

1980
工事実施基本計画（旧法１６条）

→基本高水流量を従来の１７，０００㎥／秒
から２２，０００㎥／秒に引き上げ

・治水安全度１／２００ 計算流量２２，０７９㎥／秒

馬渕大臣が、計算資料の
不在（追検証の不可能な数
値が治水計画の要となって
いること）を謝罪。

２０１０．１１．５

学術会議を舞台とした基本高水の
再検証が始まる。

第１回Ｈ２３．１．１９～第１２回Ｈ２３．９．２０

・国交省、新モデルを作成
（流域分割図ほかを変更。貯留関数法は同じ）

・カスリン台風の実績／計算流量の乖離を説明す
るため、氾濫図を提出。
（Ｈ２３，６，８）

考え方の異なる東大モデル・京大モデル
でも検算されたとして、２２，０００㎥／秒の
数値を妥当と判断。
もっとも、留保つき。

計算流量 ２２，０００㎥／秒

実績（公表） １７，０００㎥／秒

 

 学術会議に、河川流出モデル・基本高

水評価検討等分科会が設定され、議論が

始まるのは２０１１年１月です。以来９月ま

で１２回の会議を開き、９／２８には学術会

議の見解を公開説明会として行いました。 
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 問題の資料＝捏造氾濫図が、事務局

（関東地整）から分科会に資料提出される

のは第９回（Ｈ２３．６．８）でした。この資料

は「捏造」といえる類の代物なのですが、

話の続きの前に、１度、これまでの話しを

整理します。これまでの要点は 

• ① 旧法下の工事実施基本計画

（１９８０）が、みなし規定を通じて、

今も生きていること 

• ② その旧法下の工事実施基本

計画（１９８０）で算出された基本高

水２２，０００㎥／秒について、計算

資料の紛失（追検証の不可能）を

重大事項とみなした馬淵大臣の指

示で、基本高水の見直し作業が始

まったこと 

• ③ この見直し作業には、日本学

術会議が第三者検証という形で係

ったこと 

というものでした。 
 

 
 
第９回分科会（Ｈ２３．６．８）に提出された

カスリン台風氾濫図 

http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/bu
nya/doboku/takamizu/pdf/hosokusiryou0
9-2.pdf 

 
 この学術会議検証の中で、問題の氾濫

図（上記）が出てくる（２０１１．６．８）訳です

が、その前に１つ。学術会議は、新モデル

計算の検証や、検算としての東大・京大モ

デルの検証を通じて、２２，０００㎥／秒の

基本高水にお墨付きを与えるわけですが、

そのお墨付きは何故だか留保つきでし

た。 

 学術会議の報告書は、結論（ｐ２０）に続

いて、ｐ２１で附帯意見のページを設け

て、 

これらの推定値を現実の河川計画、管

理の上でどのように用いるか、慎重な検

討を要請する。 

と記しています。 

 本当に検証結果として間違いがないと

思うならば、「慎重な検討を要請する」は

おかしいです。そうした慎重姿勢の背景

には、計算流量と実績流量の乖離が説明

できないことがあります。 
 さて、この学術会議の検討の中に、国

（関東地整）が、問題の氾濫図を資料とし

て提出します。それは、まさに計算流量と

実測流量の乖離を説明し、乖離の説明が

できる以上、計算流量は正しいと主張す

るための資料でした。だから、この氾濫図

の正確さは、計算流量の正しさと直結する、

表裏一体の話なのです。 

 その氾濫図は下記のもので、元ネタとな

ったのは、カスリン台風直後に群馬県が発

行した『昭和二十二年九月 大水害の實

相」（昭和２２年、群馬県）に掲載された図

です。同洪水の氾濫資料としては、唯一

の資料であり、これを氾濫図の作成にお

いて資料として活用することはいたし方あ

りません。 
  

 
 

『昭和二十二年九月 大水害の實相」 

（昭和２２年、群馬県） 
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 しかし、終戦直後のあの時期に、わずか

な時間で（９月の洪水後、年内の発行）作

った図であり、一応の目安を示した「見取

り図」の域を超えないものは容易に想像が

つくはずです。だから、その資料を活用す

る時には十分な注意が必要であり、現地

調査をして裏づけを取るといった作業が

絶対に必要です。  

 しかし、そうした現地調査による確認・裏

づけが一切ありません。この不備は重過

失に相当すると私は考えます。 

この氾濫図が、利根川・江戸川有識者会

議でも出されました。１０／４、再開後２回

目の会議においてです。 
 

利根川・江戸川有識者会議
（再開、２０１２．９．２５、１０．４、１０．１６）

氾濫図を再び提出（１０．４）

河川法１６条の２・第３項
（河川整備計画策定のため）

氾濫量 ７，７００万㎥

・高崎台地
（烏川左岸）
川岸との標高差
は１０ｍ

・山名八幡宮
（烏川右岸） 川岸との標高差は１２０ｍ

捏造

 
 

 同会議は、利根川水系の河川整備計画

を策定するために設置された有識者会議

ですが、この中で、利根川研究の第一人

者・大熊孝委員（新潟大学名誉教授、河

川工学）は、「この氾濫図は、”捏造”である。

資料として撤回されたい」と求めました。 

 国交省は、「氾濫図の作成において、現

地調査はしていない」ことを認めました。し

かし、「この氾濫図は治水計画・目標流量

の算出に使っていない」から問題ないとの

見解を述べていますが、これは、氾濫図

の位置づけ・意味合いを理解してない人

をミスリードする、おかしな答弁です。 

 その点は後述しますが、先にこの氾濫図

のおかしさを確認しておきましょう。 

 国（関東地整）は、先の氾濫図を示し、

そこから総計７，７００万㎥の氾濫があった

といい、その氾濫量により、計算流量と実

績流量との差を説明しようとしています。 
 

 
 

【単位】 ㎥ 
  
 この氾濫図・表で明らかにおかしいのは、

B・高崎市と C・八幡村です。それは国の

作った氾濫図が、現地調査どころか、２．５

万分の１地図で標高確認せずに作ったこ

とを示すものであり、作成過程の杜撰さを

如実に物語っています。 
 
１）B 地点・高崎台地 

  （烏川・左岸） 

 B 地点は、八斗島（群馬県伊勢崎市、河

口１８２ｋｍ、利根川の治水基準点）上流で

最大の支流・烏川の左岸です。なお、右

岸・左岸は、下流を向いて右岸、左岸をき

めます。 
 

 
 
 上が B 地点・高崎市周辺の地図です。２．

５万分１地図でさえ、高崎駅真西の和田橋

地点が標高８４ｍ、左岸の台地が９３ｍで

あり、川岸と駅周辺との標高差は約１０ｍ

あるということです。 
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 写真は、八ッ場あしたの会で撮影したも

のですが、地図上、国道 17 号線が走り、

「１７」という数字がある辺りが下和田町で

す。写真のように、大きな高台ですが、国

交省資料ではこの台地も水没したことにな

っています。 
 

 
 

撮影・八ッ場あしたの会 

（高崎市、下和田町にて） 

 
２）C 地点・旧八幡村 
  （烏川・右岸） 
 B 地点では、１０ｍの高台を洪水が乗り

越えたことになっていますが、C 地点はも

っとすごいです。最大１２０ｍの高低差を

洪水が乗り越えたことになっています。 
 

 
 
 上が、C 地点の２．５万分の１地図で、標

高を補足しました。けっこう高低差のある

地形です。上信電鉄西側は２００ｍの丘陵

地帯となっています。 

 1 つ目の写真は、地図中の一本松橋と

ある地点から撮影したもので、標高７７ｍ

の地点です。地図中、矢印の方向を眺め

たものですが、前方に見える山は標高１３

８ｍであり、ここで高低差は６０ｍあります。 
 

 
 

 
 

撮影・八ッ場あしたの会 

（高崎市下佐野町・一本松橋にて） 
 
 矢印方向には、山名八幡宮があります。

ちょうど、地図中に「１３８ｍ」と書き入れた

地点付近です。国交省の氾濫図では、同

地点も水没したとなっていますが、到底、

事実ではありえません。八幡宮の社殿が

水没したとなれば、大々的な報道が、当

時（１９４７）なされていたはずです。 
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撮影・八ッ場あしたの会 

（高崎市山名町・山名八幡宮にて） 
 
 このように、氾濫地図は現地調査も、２．

５万分の１地図での確認さえ怠り作ったも

のでした。しかし、その作成の杜撰さに比

して、この氾濫図の持つ意味合いは重要

です。 

 そうしたことを総合的に考えれば、「捏

造」と評価しうる大きな問題があります。な

ぜか。その前に、また話のポイントを確認

したうえで、先に進む形にしたいと思いま

す。これまでは、 

• １）計算流量と実績流量との乖離が

説明できなければ、計算流量の正

しさは証明できないが、もし氾濫図

が正しければ、計算／実績流量の

乖離が説明され、計算流量の正し

さが証明される。 

• ２）国が７，７００万㎥もの氾濫量が

あったと説明した氾濫図は、『昭和

二十二年九月 大水害の實相』（１

９４７、群馬県）を資料として作成し

たものだが、この資料を用いる場

合には相当の注意が必要で、最

低限、標高調査や現地調査などで

「裏取り」をして、確認しなければな

らない代物でした。 

• ３）しかし、国は全く標高調査や現

地調査をせずに氾濫図を作成した

ため、高崎駅周辺や山名八幡宮

付近の丘陵で、「洪水、山に登る」

というありえない水没地を作ってし

まいました。 

ということを申し上げてきました。 
 以上を踏まえて氾濫図の評価ですが、

結論として、この氾濫図は「捏造」といえる

と思います。ちょうど東京新聞の見出しが

そうでしたが、決して誇張ではないと思い

ます。 
 その理由ですが、これは３点から考えて

みる必要があると思います。即ち 

• ａ）この資料の持つ重要性 
• ｂ）氾濫図作成上の杜撰さ・重過失

の程度 
• ｃ）結果としての重大明白な誤り 

という３点です。 

 この点についても、既に少し話していま

す。それは「計算流量と実績流量との乖離

を説明できなければ、計算流量の正しさを

証明できない、両者は表裏一体のものだ」

ということで、何回か申し上げました。 

氾濫図のもつ意味合い
カスリン台風（１９４７．９．１３）
計算流量

２１，０９６㎥／秒

貯留関数法という流出解析により求める。
（注）流出解析＝○mmの雨が降った時、○㎥／秒

の洪水となるという、雨量→洪水の変換計算

計算流量にあたっての前提

基本高水（想定洪水）と同じ計算
→上流部で一切氾濫することなく、治水基準

点まで洪水が流れてきたら、それは
○㎥／秒洪水なのか？

  

以上から

計算流量＝

① 治水基準点観測流量

（八斗島、群馬県伊勢崎市）
② 上流部での氾濫流量

① 観測流量
→量水標紛失のため不明。

国の公表実績値は
１７，０００㎥／秒

② 氾濫流量

氾濫流量として４，０００㎥／秒があり、だから
乖離が生じるので、２１，０９６㎥／秒は正しいと
論証する必要。  
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 この点、もう１歩踏み込んだ話をしたいと

思います。 
 東京新聞の報道に対して、国は「この氾

濫図は”最大流量（治水計画上の想定洪

水のことです）”の算定には使っていない」

ことをもって、この氾濫図が捏造である点

の意味を誤魔化そうとしていますが、筋違

いの反論です。 

 確かに、最大流量（想定洪水）の算出は、

貯留関数法という流出解析などを用いた

計算により求めていまから、氾濫図を流量

計算には用いていません。これは当たり前

すぎる話です。洪水計算は雨が降った時、

どれ位の洪水流量になるのかを計算する

ものですから、その計算過程に氾濫状況

はデータとして使いようがありません。 

 しかし、これは計算ですので試算に過ぎ

ず、その計算流量を計画上の根拠数値に

するには、裏づけが必要です。氾濫図の

作成は、この「裏づけ」の１つであり、最も

意味の重い裏づけ作業なのですから、氾

濫図が捏造であれば、その捏造氾濫図に

裏付けられた計算流量は間違っているこ

とになります。 

 少し踏み込んで言えば、学術会議は、

貯留関数法を用いた流出解析だけでなく、

東大モデル・京大モデルを用いた計算も

行い、三者の計算がほぼ一致したことをも

って、計算流量は妥当としていますが、こ

れは論理飛躍です。 

 論理学としていえば、３つの計算が一致

したことは 

• １）３つの計算が一致した以上、計算

は正しい。 

• ２）３つの計算がいずれも同じ間違い

をした 

の２つの可能性があり、３つ（貯留関数法、

東大モデル、京大モデル）の計算一致を

もって、「計算流量は正しい」と結論付ける

ことはできません。 

 ここで思い出して欲しいのは、学術会議

が報告書の中で留保をつけていたことで

す。学術会議の報告は、分科会としての

結論を提示したあとで、わざわざ附帯意見

（Ｐ２１）のページを設けて、「慎重な検討を

要する」と述べました。今度は全部引用し

ますが、そこには、 

既往最大洪水流量の推定値、および

それに近い値となる２００年超過確率

洪水流量の推定値と、実際に流れたと

される流量の推定値に大きな差がある

ことを改めて確認したことを受けて、こ

れらの推定値を現実の河川計画、管

理の上でどのように用いるか、慎重な

検討を要請する。 

とあります。 
 つまり、９ヶ月かけて学術会議分科会が

出した結論を採用するのに、慎重な姿勢

を見せたのは実績流量と計算流量の乖離

が説明できないからです。モデル式の精

度（信用度）は、計算値と統計・実績値の

整合度の高さで判定するものですから、そ

の１番大事な部分で弱点を抱えているか

ら、学術会議は「慎重な検討を要請する」

と述べているのです。 
 論理学としては、２）の可能性も否定でき

ないと思う要素の１つに、貯留関数法独自

の問題があります。これはややこしくなる

ので、ごくごく簡単に言いますが、それは

「中規模洪水を解析して計算式を組み立

てても、その計算式では大規模洪水を正

しく再現できない」という弱点を抱えたまま、

今回も流出解析をしている点です。 
 求めようとしているのは、カスリン台風と

いう大規模洪水ですから、過去のデータ

＝中規模洪水から組み立てた計算式では

正しく再現できないわけで、その弱点を克
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服しないまま行った計算は、間違っている

可能性があるのです。 
 氾濫量が正しく算定され、その算定量で

計算／実績洪水流量の乖離が説明でき

れば、学術会議も「慎重な検討を要請す

る」とは言いませんでした。それ位、氾濫

量の解析というのは重要な話なのです。 
 

計算の正しさ
（信頼性・精度の高さ）

計算で出した理論値と統計・実績値が一致
すること

今回はカスリン台風の洪水流量
・ 実績 １７，０００㎥／秒

（公称実績値、私は１５，０００前後と思う）

・ 計算流量 ２１，０００㎥／秒

乖離の理由を説明できれば、両者は一致し、
計算流量は正しいといえる。

ここに氾濫図・量の議論の重要性がある。
 

つまり、２０，０９６㎥／秒の正しさは、（最低）
４，０００㎥／秒の氾濫流量の説明と表裏一体。

（最低）４，０００㎥／秒の氾濫流量があった
とすれば、上流部では相当の浸水被害。

これを説明するものとして、氾濫想定図が
示されたが、「洪水、山に登る」であり、捏造

存在しない事実（捏造）によってしか、計算流量
の正しさを証明できないとすれば、それはとりも
なおさず、計算流量が間違っていることの証明。

 
（注）カスリン台風の観測流量につい

ては、１７，０００㎥／秒よりもずっと小

さいはずだという話は、

http://blogs.yahoo.co.jp/spmpy497
/4079920.html を参照ください。 

 
 なお、重要なことを言い忘れていました。

国（関東地整）はこの氾濫図を資料提出し

ましたが、学術会議はこの氾濫図の検討

はしていません。信用できない、議論する

に値しないと思ったのか、検討していませ

ん。別の方法で乖離の検討は一応行って

いますが、計算流量と実績流量の乖離を

説明できないまま終わりました。だから、あ

んな表現を附帯意見に付したんです。 

 このように、計算流量の正しさと氾濫量

の正しさは表裏一体であり、そこにこの氾

濫図の重要性があるのです。 
 

 重要なことなので繰り返しますが、氾濫

図の評価にあたっては、１）資料の重要性、

２）方法の杜撰さ、３）結果としての誤りの

重大明白性の３つの観点から考えてみる

必要があると思います。まず、１）の観点か

らお話してきました。 
 この点をまとめますと、下記の通りです。 
 確認すれば、資料は計算流量の信頼性

と表裏一体の重要性をもつものです。これ

は、治水計画の根拠数値ですから、極め

て重要な計算であり、当然、「裏とり」の確

認作業も慎重に、十分に行わなければな

りません。 
 しかし、現地調査や（最低限）標高確認

をするといった、裏とりを全くすることなく、

この氾濫図を作り、氾濫量を推定しました。

標高調査に至っては、私がＰＣ上で１時間

もかからずにできました。これを怠っている

のは、 

 氾濫図の資料としての重要性 
 元資料となる『昭和二十二年九月 

大水害の實相』（１９４７、群馬県）

の正確性 

を踏まえれば、致命的な誤りで、これは重

過失に相当すると思いました。結果的に、

その誤りは重大明白です。 
 「故意」は容易に証明できないことから、

法律上は重過失と故意は同等に扱う場合

があります。 
 捏造とは、「事実でないことを事実のよう

にこしらえること」ですが、事実としては存

在しない氾濫（高崎駅周辺や山名八幡宮

付近）を作り出しました。現地調査や標高

確認をしなければ、そうした「捏造」になっ

てしまう危険性が容易に認識できるのに、

それを怠り、存在しない事実（氾濫）を作り

出してしまいました。 
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氾濫図の評価ポイント

１）資料の重要性

計算流量である以上、その計算が確かなものである
かを確認しなければならない。

今回はカスリン台風の洪水流量
・ 実績 １７，０００㎥／秒

（公称実績値、私は１５，０００前後と思う）

・ 計算流量 ２１，０００㎥／秒

乖離の理由を説明できれば、両者は一致し、
計算流量は正しいといえる。

２）方法の杜撰さ

『昭和二十二年九月 大水害の實相』（１９４７、群馬

県）は、氾濫状況を示す唯一の資料

その資料が厳密な氾濫状況を示している
と考えるのは無理。

・ 戦後直後（１９４７）の混乱

・ 調査はわずか数ヶ月（年内発行の資料）

標高調査（地図）や現地確認により、作成
された図が正確なのかを確認する必要。

これを怠るのは重過失。

資料の重要性を考えれば、その重過失は
極めて重いものといえる。

 
 

３）結果としての誤り

１）計算流量の正しさを確認する重要な
作業に用いる資料

２）しかし、必要性が明らかな標高確認
や現地調査を怠った。

その中で、「洪水、山に登る」氾濫図を
描き出してしまった。

法律上、「故意」と「重過失」は同等の評価

重過失により、ある筈がない氾濫を作り出した
点は「捏造」（故意）と同等。

 
 
 今回問題になった氾濫図は、①治水計

画の目標流量の適正と関わる極めて重要

な資料でありながら、②終戦後まもない頃

に作られた「不確かな資料」を、標高確

認・現地調査などの「裏取り」なしで用いて、

結果的に③『洪水、山に登る』という重大

明白な誤りをおかしました。捏造と評価さ

れてしかるべきです。①～③を踏まえれば、

この氾濫想定図は、「捏造」と言って差し

支えないと思います。 
その捏造氾濫図により、正しさが証明さ

れている計算流量です。それを踏まえれ

ば、０ベースでの利根川治水計画の見直

しが必要なこと、極めて明白と思います。 
 

文責：梶原 健嗣 
２０１２．１０．２５ 

  
 


